
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

令和６年１０月分（１２月支給分）から 

児童手当の制度が一部変更になります。 

 

 

①支給対象年齢の拡大 

  １８歳まで（平成１８年４月２日以降生まれ）の児童（以下、高校生年代）がいる世帯が

支給対象となります。 

②所得制限の撤廃 

  上記①に該当する世帯の全世帯が児童手当の支給対象となります。 

③多子加算の拡充 

  第３子以降の児童は児童１人あたり一律３万円となります。 

④算定児童の年齢拡充 

  算定児童が１８歳～２２歳（平成１４年４月２日生まれ～平成１８年４月１日生まれ）

の児童となります。 

 

 

 

 

 

⑤児童手当の支給が２ヶ月に１回 

  児童手当の支給が２月・４月・６月・８月・１０月・１２月になります。 

 

児童年齢 算定 支給金額（円）

２０歳 第１子

１６歳 第２子 １０，０００

９歳 第３子 ３０，０００  

 

【
算
定
例
】 

児童年齢 算定 支給金額（円）

２３歳

１６歳 第１子 １０，０００

９歳 第２子 １０，０００

 
 

児童の年齢 
支給金額（１人あたりの月額） 

第１子・第２子 第３子以降 

３歳未満 １５，０００円 
３０，０００円 

３歳以上～高校生年代 １０，０００円 

 

 改 正 内 容  

【問い合わせ先】 

〒３５１－８５０１ 朝霞市本町１－１－１ 

こども未来課 こども給付係 

TEL ０４８－４６３－２８３４（直通）   
 

詳細は市ホームページをご覧 

ください。 

 

支 給 額 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ★３人以上のこどもを養育し、その中に大学生年代の 

こどもがいる場合には、「監護相当・生計費負担についての確認書」も提出してください 

 
 
 

監  護 ： 日常生活上の世話及び必要な保護をしていることをいいます 

生計負担： 請求者の収入により子の日常生活の全部または一部を営んでおり、かつ、これを欠くと 

通常の生活水準を維持することができない場合が、「負担有」になります 

養  育 ： 監護および生計負担があることをいいます 

大学生年代 ： １８歳から２２歳の方です 

         （平成１４年４月２日生まれから 

             平成１８年４月１日生まれ） 

 

 
 

大学生年代の 

こどもがいますか 

現在、朝霞市から児童手当または特例給付を受給していますか 

公務員ですか 

はい 

こどもを３人以上養育していますか 

原則、手続きは

不要です 
勤務先で手続き 
してください 

こどもと同居 
していますか 

「監護相当・生計費負担に 

ついての確認書」を 

提出してください 

原則、手続きは

不要です 
「児童手当認定請求書」

を提出してください ★ 

通知等を送付する

ことができませんの

で、御連絡ください 

いいえ 

制度改正に伴う手続の確認 

いいえ はい 
いいえ はい 

いいえ はい いいえ はい 

用語について 


